
基本課題２　あらゆる暴力の根絶（課題４～６）

課題４　セクシャル・ハラスメント防止対策の推進

Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 市民窓口課所見

教職員に対する
セクシャル・ハラ
スメント防止対
策

学校教育課

学校訪問等を通してセクシャ
ル・ハラスメント防止に向けた
指導を行う。
【工夫すること】
県教委からの通知等をもとにし
て具体的に指導する。
【目標値】
市内の全小中学校（33か校）
で指導を行う。

学校訪問時、指導主事が、
県教委からの通知などを基
にして教職員の非違行為
根絶について指導する中
で、セクシャル・ハラスメント
防止について指導してい
る。

【課題等】
学校訪問時、指導
主事が、県教委か
らの通知などを基
にして教職員の非
違行為根絶につ
いて指導する中
で、セクシャル・ハ
ラスメント防止につ
いて指導した。

A A

広報・啓発活動
市民窓口課

広報紙やＦＭ放送で、周知す
るとともに、講座等で「市民行
動パンフレット」を配布し啓発
をはかる。

各講座及びひとひとフォー
ラムで「市民行動パンフレッ
ト」を配布し、啓発を図っ
た。
また、７月２１日にFM放送
にて啓発した。

【評価理由】
計画通り、啓発を
実行した。

A A

8

事業所に対する
セクシャル・ハラ
スメント防止に向
けた啓発

広報・啓発活動 商工課

ホームページから新潟労働局
の雇用機会均等・両立支援・
パートにリンクし、情報提供を
行う。

ホームページから新潟労働
局の雇用機会均等・両立
支援・パートにリンクし、情
報提供を行っている。
　また、啓発ポスターやチラ
シを掲示したり、９月30日
発行の『きょうさいだより』に
掲載し、勤労者福祉共済
加入事業所会員に配布し
（380事業所・2,838名）啓
発した。

【評価理由】
計画した内容以外
のことも実施できた

A A

市民に対するセ
クシャル・ハラス
メント防止に向
けた啓発

7
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課題５　ドメスティック・バイオレンスの防止に向けた意識啓発及び保護体制の整備

Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 市民窓口課所見

ドメスティック・バ
イオレンス（ＤＶ）
の防止

子育て支援課

・ＤＶが人権侵害であり許され
ない犯罪であることの認識啓
発を図る
・相談窓口の周知。（広報さん
じょう紙面で特集を組む。三条
市健康だより・ホームページで
の記載）
・燕三条ＦＭ放送「健康・子育
てインフォメーション」で放送
（１１月２９日予定）
・母親や女性対象の講演会・
参集の場を利用して、相談窓
口案内のカード配布。
【工夫する点】　「まずは相談」
との積極的な相談窓口の紹介
に努める。
【目標値】「相談窓口カード」の
配布数

【計画変更有】
・市内4高校保健室訪問実
施。作成「デートＤＶ」リーフ
レットを全生徒分および
職員希望数で約3,500枚配
布した。
・FM放送実施。４高校の養
護教諭に放送原稿を配布
し、内容を知ってもらった。

【評価理由】
県作成のカードは
配布したが、「三条
市相談窓口案内
カード」作成が未
実施であったた
め。

【課題等】
ＤＶ・デートＤＶに
みるまでもなく、暴
力が人権侵害であ
り、その後の人格
形成・社会生活に
も大きな影響を与
えることを認識し、
啓発・啓蒙に努め
ることが重要であ
る。高校生のみな
らず、中学生も視
野に入れることを
検討する。

B

発達段階に応じ、
両性の対等な関
係を築くための一
歩として中学生に
も対応してはいか
が。

B

高校生のための
デートＤＶ防止
セミナー

市民窓口課

ドメスティック・バイオレンス等
の暴力は人権を侵害するもの
であることを認識し、これら暴
力を許さない社会づくりに向け
た啓発をするとともに、高校生
にもわかりやすく伝える内容と
するため、高等学校と共催して
セミナーを実施する。
【実施時期】
７月７日　三条商業高校
10月7日　三条東高校
【講師】女のスペースにいがた
【目標値】「今後の生活に役に
立つ」の割合が参加者の８０％

計画通り実施
【商業高校】
参加者　595名
アンケート集計枚数　564
枚
「今後の生活に役に立つ」
男子74％　女子87％　計
82％

【東高校】
参加者　325名
アンケート集計枚数　291
枚
「今後の生活に役に立つ」
男子71％　女子90％　計
80％

【評価理由】
目標値を達成した
ため。
【問題点】
学校との連携の取
り方やアンケートの
回収方法につい
て、検討していき
たい。

A 更に継続して努
力いただきたい。

A
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イオレンスの防
止に向けた啓発
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Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 市民窓口課所見

9
ドメスティック・バ
イオレンスの防
止に向けた啓発

広報・啓発活動 市民窓口課

広報紙やＦＭ放送で、周知す
るとともに、講座等で「市民行
動パンフレット」などを配布し相
談窓口の周知や啓発をはか
る。

各講座及びひとひとフォー
ラムで「市民行動パンフレッ
ト」を配布し、啓発を図っ
た。

【評価理由】計画
通り周知した

A A

課題６　相談体制の充実

Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 市民窓口課所見

10
女性相談の充
実

女性相談事業 子育て支援課

施策No.９と同様である。
・「ＤＶ」が人権侵害・犯罪行為
であることを強く訴え周知す
る。
・研修会参加、他市との情報
交流を積極的にする。
・相談内容の社会的変化、傾
向に対応できるようにする。
【工夫すること】
モラルハラスメントについて学
び、相談業務内容を深める。
【目標値】
数値設定は難しいが、解決に
向かう相談業務をめざす

【内容】・FM放送で、DV・
「デートDV」が人権侵害・
犯罪行為であることを訴え
た。
・研修会は、必要とする基
本的・具体的情報が得ら
れ、資質向上ができた。
・研修会において他市との
交流ができ情報交換も行う
ことができた。
・相談の内容、傾向は社会
状況に反映することから、
自己決定できるように適切
な対応、情報の提供に努
めた。モラルハラスメントの
学習が役にたった。
【女性相談件数：２３９人】

【評価理由】
FM放送等を利用
し広く市民に周知
ができた。研修会
等を利用し相談員
のレベルアップを
し、相談に役立つ
ことができた。

【課題等】
DV・「デートDV」
は、外からはうかが
えない。家庭の中
の問題と消極的に
ならず、アダルトチ
ルドレン等の子ど
もにも影響が大き
く早めの対応が必
要であることを、機
会をみつけては意
識・認識の啓発に
努めていくことが
課題である。

A A
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Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 市民窓口課所見

11
市民相談の充
実

市民相談の充
実

市民窓口課

市民なんでも相談室におい
て、日常に関わるさまざまな心
配事や悩み事、悪徳商法の被
害や多重債務など、多様化す
る相談に的確に対応する。
○相談日時…
　　土日祝日を除く毎日
　　　　　8：30～17：00
【工夫すること】
相談事例や、それに対するア
ドバイスなどを広報さんじょうに
掲載し消費者被害防止の啓発
を行う。

各種相談に対して、関係機
関と連携しながら対応し
た。
・H23年度相談件数：796件
　(H22年度相談件数703
件)
【啓発】
・相談事例：広報さんじょう
毎月16日号において「ス
トップ消費者被害｣の記事
で相談事例を用い啓発を
行った。
・公証法律セミナーの開
催：相続、遺言をテーマに
セミナーを開催した。

【課題等】
平成24年度は消
費者被害やトラブ
ル防止に向けた啓
発に力を入れた
い。

A A

12
相談員間の連
携の強化

情報交換を通し
ての連携強化

市民窓口課

関係課や関係機関などと、問
題のある事例を議題とした情
報交換会や情報共有を目的と
した会議を開催し、連携強化
を図る。

公証法律セミナーの開催：
業務に必要な知識習得の
ための職員研修としても位
置づけ、市民とともに学習
し、情報の共有を行った。
（参加者）
・職員36名
・一般40名

A A
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